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コロナ禍と米中対立の中のインドネシア経済 

          

IIMA 客員研究員 孕石 健次 
 

多くの新興国と同様、インドネシアも 2020 年に予想以上に深刻化したコロナ

（COVID-19）禍や米中対立激化の影響を受け、ジョコ政権は難しい梶取りを迫られて

いる。 

コロナ禍については、中国との経済関係が深く、医療・衛生体が整っていない新興国

が深刻な打撃を受けている。ジョンズ・ホプキンス大の統計（12月 20日現在）によれ

ば、世界全体の累積感染者数 7,620 万人、死者数 168 万人の内、インドネシアはそれぞ

れ 65 万人、1.9 万人とアジアの中ではインドに次ぐ多さとなっている。2.6 億人の人口

を抱えるインドネシアは中国、インドに次ぐ人口大国であることに加え、医療・衛生体

制が整っていないことが深刻化の原因である。ジャカルタ首都圏では 4月以降、ロック

ダウンやソシャルディスタンシング規制を導入して抑え込みに躍起だが、感染拡大をコ

ントロールする所まで至っていない。そのため、コロナ禍の経済への影響は深刻化して

いる。 

1997～1998 年のアジア通貨危機では、スハルト政権崩壊の政治危機に拡大したこと

もあり、＋5～9％で推移してきた GDP 成長率が 98 年に▲13.1％、99 年に＋0.8％と急

激に落ち込んだ。しかし、経済再構築に取り組んだ結果、10 年後に世界を襲った 2008

年のリーマンショック、翌年のユーロ危機では影響を吸収し 2009年は＋4.7％の落ち込

みに抑え、2010 年以降は＋5～6％台の成長を取り戻した。しかし、今回のコロナ禍は

ロックダウンによる経済活動の抑制が響き、2020年第2四半期に▲5.3％（前年同期比）、

第 3四半期も▲3.4％（同）とアジア通貨危機以来のマイナス成長に落ち込んだ。ただ、

政府見通しでは通年の成長率は▲0.6～＋1.7％に落ち込むものの、他の新興国に比べ落

ち込みの程度は緩やかである。 

インドネシア経済にとってのもう一つのマイナス要因は米中対立の激化である。米国

の対中輸出規制、中国の対米輸出規制により、インドネシア企業で規制の対象となる米

中企業との取引が制限されることになると思われる。しかしながら、これはコロナ禍に

よる経済活動の抑制ほどには悪影響は少ないと思われる。アジア通貨危機で、大国の資

金や貿易に過度に依存した結果、大国の投資家や外交政策や経済状況に振り回されるこ

とを学んだアセアン諸国はアセアン域内での地域統合を一気に進め、2010年に先行 6ヶ
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国、2018 年に後発 4ヶ国との自由貿易協定を発効させた。域内での貿易・投資交流によ

り大国との間の「デカップリング」を進める戦略である。更に、一人当たり GDP はア

ジア通貨危機で 1,000 ドル未満にまで下落し低所得国に転落したが、2002 年には 1,000

ドルを回復し、以降は順調に拡大、2019 年には 4,197 ドルと高中位所得国の域に達し

た。この水準では内需が盛り上がることが指摘されており、域内の中所得国、高所得国

の旺盛な消費需要もあり、域内を含めた内需、投資主導型の成長が見込まれている。 

結論的には、インドネシア経済は、12 月からの中国製ワクチンの接種開始を嚆矢と

するワクチンの普及が見込まれ、コロナ禍の収束と共にこれまでの活力を取り戻してく

ると見る。日本のインドネシアへの経済協力も新しいレジームに沿って、インフラ、衛

生・医療・環境等の内需の分野にシフトしていくべきだろう。さらに、ITや新しい消費

者サービスなどではインドネシア企業との「共創」ということもあるのではないか。 

以上 
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